
北海道網走海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

雄海区第１号 雄武漁業協同組合

紋別郡雄武町地先 次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第1号　枝幸町と雄武町の境界線と最大高潮時海岸線との交
点
基点第2号　雄武町と興部町の境界線と最大高潮時海岸線との交
点
点1　基点第１号から４４度００分００秒　　１０，６４０メートルの点
点2　基点第２号から３５度００分００秒　　１１，９７０メートルの点
点3　基点第２号から３５度００分００秒　　　９，３９０メートルの点
点4　基点第１号から４４度００分００秒　　　８，６３０メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 雄武町

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さがそれ
ぞれ80センチメートル以上の赤色の標識を、
夜間にあっては電灯その他の照明による標
識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。
（２）養殖施設は、定置網漁業の漁場の区域
から500メートル以上離して設置しなければ
ならない。

興海区第１号 沙留漁業協同組合

紋別郡興部町地先 次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結ん
だ線によって囲まれた区域
基点第1号　雄武町と興部町の境界線と最大高潮時海岸線との交
点
基点第2号　興部町と紋別市の境界線と最大高潮時海岸線との交
点
点1　基点第１号から３５度４２分３６．７秒　　１１，４４０メートルの点
点2　基点第２号から３５６度５３分２３．０秒　　１５，２７８メートルの
点
点3　基点第２号から３５１度１０分４９．０秒　　１３，６４２メートルの
点
点4　基点第２号から３４１度２３分３９．６秒　　１６，６０６メートルの
点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 興部町

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さがそれ
ぞれ80センチメートル以上の赤色の標識を、
夜間にあっては電灯その他の照明による標
識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。
（２）養殖施設は、定置網漁業の漁場の区域
から500メートル以上離して設置しなければ
ならない。

紋海区第１号 紋別漁業協同組合

紋別市地先
次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第1号　興部町と紋別市の境界線と最大高潮時海岸線との交
点
基点第2号　国土地理院三角点　岸壁
点1　基点第１号から３４度５３分０６．２秒　１２，３８４メートルの点
点2　基点第２号から１９度０２分０９．０秒　１２，７１１メートルの点
点3　基点第２号から１１度４８分２９．０秒　　８，９０２メートルの点
点4　基点第１号から３４度５９分１９．５秒　　８，１６７メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 紋別市

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さがそれ
ぞれ80センチメートル以上の赤色の標識を、
夜間にあっては電灯その他の照明による標
識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。
（２）養殖施設は、定置網漁業の漁場の区域
から500メートル以上離して設置しなければ
ならない。

サロマ海区第１
号

サロマ湖養殖漁業協同
組合

紋別郡湧別町、常呂
郡佐呂間町及び北見
市常呂町地先

サロマ湖の区域 第一種区画漁業
かき養殖業、ほたてが
い養殖業、のり養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体

湧別町港町、曙町、緑
町、栄町、錦町、川西、
信部内、緑蔭、登栄
床、東、福島、芭露、上
芭露、東芭露、西芭
露、志撫子、計呂地、
佐呂間町及び北見市
常呂町

ほたてがい養殖業にあっては、設置する養
殖施設は、15,000台以内でなければならな
い。（幹綱100メートルをもって１台とする。）

能海区第１号 西網走漁業協同組合

網走市地先

次の点1、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結ん
だ線によって囲まれた区域
基点第1号　能取湖口西護岸南東端
点1　基点第１号から１９８度　２２分 　　 １，１７０メートルの点
点2　基点第１号から１７６度　４０分　　　２，７９０メートルの点
点3　基点第１号から１８１度　５２分　　　５，５２０メートルの点
点4　基点第１号から１９８度　５９分　　　８，８１０メートルの点
点5　基点第１号から２１６度　１９分　　　１０，３３０メートルの点
点6　基点第１号から２３９度　０７分　　　５，４１０メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体
網走市能取、平和、卯
原内、二見ヶ岡、能取
港町及び美岬

国又は地方公共団体の行う河川工事に対
し、正当な理由がなければこれを拒んではな
らない。

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

網海区第１号 網走漁業協同組合

網走市及び斜里郡小
清水町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７及び点１の各点を順次
に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　二ツ岩
基点第2号　北海道水産林務部三角点　水Ｔ６から９５度５７分５２秒
４９７．８３メートルの点
点1　基点第１号から５０度４８分０７．９秒　　　７，８９４メートルの点
点2　基点第２号から３４０度５８分３１．９秒　１１，０００メートルの点
点3　基点第２号から３０９度３６分３３．１秒　　８，２３７メートルの点
点4　基点第２号から３０４度０３分４８．４秒　１２，３０２メートルの点
点5　基点第１号から１３０度０８分３５．１秒　　８，３３２メートルの点
点6　基点第１号から９０度４１分１５．６秒　　　４，６１６メートルの点
点7　基点第１号から８３度５３分２０．３秒　　　３，８５１メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体
網走市及び小清水町
字浜小清水

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さがそれ
ぞれ80センチメートル以上の赤色の標識を、
夜間にあっては電灯その他の照明による標
識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。
（２）養殖施設は、定置網漁業の漁場の区域
から500メートル以上離して設置しなければ
ならない。

斜海区第１号
斜里第一漁業協同組
合

斜里郡斜里町地先 次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
点1　北緯43度57分40.74秒　東経144度44分01.02秒
点2　北緯43度58分21.00秒　東経144度45分54.72秒
点3　北緯43度58分10.32秒　東経144度45分59.76秒
点4　北緯43度57分27.66秒　東経144度44分06.18秒

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 斜里郡斜里町

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さがそれ
ぞれ80センチメートル以上の赤色の標識を、
夜間にあっては電灯その他の照明による標
識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。
（２）養殖施設は、定置網漁業の漁場の区域
から500メートル以上離して設置しなければ


